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●

議
衰
第
百
二
号

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
蒜
改
正
に
つ
い
て

次

の

と

お

り

特

別

職

の

職

員

で

常

勤

の

も

の

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

条

例

の

蒜

を

改

正

す

る

こ

A
T
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
竺
項
ゐ
規
定
に
よ
り
､

本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

平
成
二
年
十
二
月
十
九
日
･

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

真

一

郎

平
成
弐
箪
笥
再
訂
芝
目
原
審
可
決

三
朝
町
貌
各
級
長
安
井
由
符
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A

三
朝
町
条
例
第
　
　
号

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
触
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
五
号
)
､
の
蒜

●

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

‥
弟
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
∴
期
末
手
当
)

第
四
条
　
特
別
職
の
職
員
の
期
末
手
当
の
額
は
,
給
料
月
額
の
百
分
の
百
二
十
に
相
当
す
る
額
に
'
三
朝
町
職
員
の
給

･
貰
関
す
る
条
例
/
(
昭
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
適
用
を
受
け
る
職
員
(
以
下
｢
表
職
の
職

声
と
い
う
｡
)
の
例
に
よ
り
1
定
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
等
)

l
▲
　
こ
の
条
例
は
,
公
布
の
日
か
ら
施
行
L
t
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
｡

(
給
与
の
内
払
)

2
　
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
め
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

ほ
､
改
正
前
の
特
別
職
の
痕
鼻
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た



給
与
は
､
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払

と
み
な
す
｡
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